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山形県「奨学のための給付金」に係る周知について（依頼） 

 

 

 本県の私学振興に関し、日頃より御理解をいただき感謝申し上げます。 

 さて、本県では、山形県内に保護者が在住する私立高校生等を対象として、奨学のた

めの給付金の受給申請を下記のとおり受け付けることとしております。 

 つきましては、該当の生徒がいる場合は、別添資料等により、周知について御協力く

ださるようお願いします。  

 

記 

 

１ 申請方法 

 別添申請書等に記入の上、郵送により申請者から直接山形県下記担当あて提出してく

ださい。 

 なお、別添資料一式は山形県ホームページにも掲載しております。 

https://www.pref.yamagata.jp/020023/bunkyo/kyoiku/shingakushien/siritsushouga

ku2.html 

 

２ 申請期限 

(1) 通 常 分   令和４年１０月３１日（月） 

 

(2) 家計急変分   ７月１日までに家計急変した世帯 令和４年９月３０日（金） 

７月２日以降家計急変した世帯  随時（令和５年１月末） 

 

【担当】 

〒990-8570 山形市松波２丁目８番１号 

山形県総務部学事文書課私学宗務担当 

TEL：023-630-2191 FAX：023-630-2546 

https://www.pref.yamagata.jp/020023/bunkyo/kyoiku/shingakushien/siritsushougaku2.html
https://www.pref.yamagata.jp/020023/bunkyo/kyoiku/shingakushien/siritsushougaku2.html

